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①件名 

石巻市水産加工業従業員宿舎整備事業費補助金交付制度の創設について 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

 本市水産加工業は、販路の喪失や従業員不足により厳しい経営環境下にあるため、従業員確保のた

めの措置を市が停滞なく打ち出し、経営を支援する必要がある。 

【目的】 

 東日本大震災により被害を受けた本市の基幹産業の水産加工業の生産能力向上のため、中小水産

加工業者等が実施する従業員確保（外国人実習生含む）のための宿舎整備を宮城県と協調して支援

することにより、水産加工業の復興を促進するもの。 

③根拠法令及び総合計画または個別計画との整合性 

【根拠法令】石巻市補助金等の交付に関する規則 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕又は〔個別計画との整合性〕】 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２７年５月１２日 石巻市水産復興会議にて、市内水産加工業者に対し、宮城県が県補助金交

付要綱の内容説明を実施 

⑤主な内容 

【補助事業の概要】 

宮城県水産加工業従業員宿舎整備事業の補助率は、補助対象事業費の１／２（補助上限額

20,000 千円）となるため、１／２が自己負担となる。 

今回創設する石巻市水産加工業従業員宿舎整備事業は、自己負担分の１／２（補助上限額

10,000 千円）を補助するもの。 

(1) 交付対象事業者：従業員確保のための宿舎整備を行う中小水産加工業者等 

          ※県補助事業の交付決定を受けた事業者 

(2) 補助率等：補助対象事業費から県補助金を除いた額の１／２以内を補助する。 

市補助金＝（補助対象事業費－県補助金（補助率 1/2））×市補助率 1/2 

       ※県・市の補助率を合算すると、全体の補助率は 3/4（75.0%）となる。 

 

【参考】：従業員宿舎整備 総事業費（＝補助対象事業費）40,000 千円として積算 

市補助金額＝(補助対象事業費 40,000 千円－県補助金 20,000 千円)×市補助率 1/2＝10,000 千円  

事業者負担額＝(補助対象事業費 40,000 千円－県補助金 20,000 千円)－市補助金 10,000 千円 

＝10,000千円 

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 市内の水産加工業者の人材不足の解消につながり、生産能力の向上に資する。 

(1) 予算規模：補助上限額 10,000千円×５事業者=50,000千円 

(2) 財  源：震災復興基金（市分）を充当予定。 



⑦他の自治体の施策との比較検討 

 気仙沼市：６月補正で予算措置する予定。 

 南三陸町：未定 

 女川町：検討中 

 塩釜市：未定 

 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

平成２７年５月    宮城県水産加工業従業員宿舎整備事業費補助金交付要綱制定 

平成２７年５月下旬  県において、事業者を募集（６月下旬まで） 

平成２７年６月    補正対応による予算措置及び要綱制定 

 平成２７年７月中旬  県において、県補助交付事業者を決定 

 平成２７年７月下旬  市において、県交付事業者から補助交付事業者を決定 

 

⑨その他 

  

 

 

 


